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事業承継時に経営者保証が不要となる
信用保証制度をご存知ですか

中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人と
なっています。
この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。
現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度がある
のをご存知でしょうか？
それが、「事業承継特別保証制度」なのです。

1．事業承継特別保証制度とは？
事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満た
す企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。

2．一定の要件とは
ここで言う一定の要件とは、（1）資産超過、（2）返済緩和債権なし、（3）一定の返済能力があること（ （借
入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費）が15倍以内であること、（4）社外流出等無し（法人と
経営者の分離がなされていること）の4つの要件のことです。

3．対象者
この保証制度を使うことができるのは、次の（1）または（2）に該当し、かつ（3）に該当する中小企業者で
す。
（1） ３年以内に事業承継（＝代表者交代等）を予定する「事業承継計画」を有する法人。
（2） 令和２年１月１日から令和７年３月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から３年を

経過していない法人
（3）前項「2．一定の要件とは」の4要件を満たしている法人

4．この制度の最大の特徴
通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止
しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を
実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、
現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります。

5．問合せ先
各地の信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511

株式会社CMパートナー
〒242-0021

神奈川県大和市中央四丁目１４番２６号
担当：代表取締役 坂 口 猛
お問合せ先：info@cm-partner.jp もしくはこちらまで ⇒

『 非常勤経理部長 』

『必要な支援』を『必要なとき』に『必要な分』だけ！

【認定経営革新等支援機関】 認定支援機関ID：107314002012  認定有効期限日：2027年4月21日
『経験や勘に頼りすぎた』経営から『経営数値の裏付けをプラスした経営』へと進化する！
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